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地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律

〈略称:生物多様性地域連携促進法、里地里山法)

(平成22年法律第72号)(公布日平成 22年 12月 10日)(令和 7年4月 l日施行)(令和 6年法律第18号)

e-Gov (法):https:j jlαws.e-gov.go.jpjlαwj422AC0000000072 

e-Gov (施行令):なし

e-Gov (施行規則):h什ps:jjlaws.e-gov.go.jpjlawj506M6000 I AOOOO I 

〈令和 7年4月|日施行)(令和6年農林水産省・国土交通省・環境省令第 l号)

環境省HP: https:j jwww.env.go.jpjnaturejbiodicjact_promoj 

希少な野生動植物の減少、タ卜来種の侵入による生態系の撹乱に加え、里地里山などの二次的自然の手入れ不足などによって生物多様性が深刻な危機に直面し、

地域の特性に応じた保全活動が必要となったことから、市町村が主導して生物多様性の保全活動を進める枠組みとして法制化されました.ごの法律には罰則はあり

ません。

〈法律の骨格〉

主務大臣〈環境大臣、農林水産大臣、国土交通大臣)は地域連携保全活動基本方針を策定する【第3条】。

市町村は、単独または共同して、地域連携保全活動基本方針に基づいて、地域連携保全活動計画を作成するとヒができる【第 4条】.この際、NOP、関係住民、学

識経験者、関係行政機関などで構成される地域連携保全活動協議会を組織することができる【第5条】。

地域連携保全活動計画で地域連携保全活動の実施主体として定められた者(地域連携保全活動実施者)が行う開発行為は、自然公園法、自然環境保全法、種

の保存法、鳥獣保護管理法、森林法、都市緑地法の許可取得が免除される【それぞれ第 6条、第7条、第8条、第q条、第 10条、第 1I 条】.

この法律には罰則はありません.

間違法令:生物多様性基本法、自然公園法、自然環境保全法、種の保存法、鳥獣管理保護法、都市緑地法、森林法

条項 条文 種類

第|条 (目的〉 目的

この法律は、生物の多様性が地域の自然的社会的条件に応じて保全されることの重要性にかんがみ、地域における多様な主体が

有機的に連携して行う生物の多様性の保全のための活動を促進するための措置等を講じ、もって豊かな生物の多様性を保全し、現

在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする.

第 2条第 l項 この法律においてr生物の多様性」どは、生物多様性基本法(平成20年法律第四割第2条第 l項融土師掛lに規定する生物の多様 定義

性をいう.
〈解釈上の注釈 1)生物多様性基本法第2条第l項で「様式Fな生飽系が存在するとヒ並びに生物の種聞及び種内に様qな差異が存在するとヒ」ヒ定義.

第 2条第 2項 =の法律において『地域連携保全活動』ヒは、生物の多様性をはぐくむ生態系に被害を及ぼす動植物の防除、生物の多様性を保全 定義

するために欠くこヒのできない野生動植物の保護増殖、生態系の状況を把握するための調査その他の地域における生物の多様性

を保全するための活動であ勺て、地域の自然的社会的条件に応じ、地域における多様な主体が有機的に連携して行うものをいう。

第3条 (地域連携保全活動基本方針) 義務
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主務大臣は、地域連携保全活動の促進に関する基本方針(以下『地域連揚保全活動基本方針」ヒいう.)を定めなければならない. (主務大臣)

第4条 (地域連携保全活動計画の作成等) 権限付与

市町村は、単独で又は共同しτ、地域連携保全活動基本方針に基づき、当該市町村の区域における地域連携保全活動の促進に関 (市町村)

する計画(以下「地域連携保全活動計画』という.)を作成することができる.

第 5条第 l項 (地域連携保全活動協議会} 権限付与

地域連携保全活動計画を作成しようヒする市町村は、地域連携保全活動計画の作成に関する協議及び地域連携保全活動計画の (市町村)

実施に係る連絡調整を行うための協議会(以下三の条におい，r地鳩連携保全活動協蟻会Jt.、ぅ.)を組織する=とができる.

第 5条第2項 地域連携保全活動協議会は、次に掲げる者をもっT構成する.

l地域連携保全活動計画を作成しようヒする市町村
2地域連携保全活動計画に記載しようとする地域連携保全活動を行うヒ見込まれる特定非営利活動法人等

3前 2号に掲げる者のほか、第 13条の地域連携保全活動支援センターヒしての機能を担う者、関係住民、学識経験者、関係行政

機関その他の市町村が必要ヒ認める者

第 6条第 l項 (自然公園法の特例〉 みなし規定

地域連携保全活動計画において地域連携保全活動の実施主体として定められた者(以下『地域連携保全活動実施者」ヒいう.)が園立公

園又は固定公園の区域内において当該地域連携保全活動計画に従っT自然公園法第 20条第3項解胞の胡2、第21条第3項解
艇の注釈3又は第22条第3項棚ょの胡4の許可を要する行為に該当する行為を行う場合には、これらの許可があったものヒみなす.
(解釈上回注釈2)自然公園法第20条第3項は、国立公園・国定公圏内町特別地域(特別保護地区を除く〉で工作物町新築・改築・増築、木竹田伐採、鉱物

の掘採・土砂田採取などを行う際に許可取得を義務付ける条項.
(解釈上回注釈3)自然公園法第21条第3項は、国立公園・国定公圏内田特別保護地区で工作物目新築・改築・増築、木竹田伐採、鉱物の掘採・土砂町採取

などを行う際に許可取得を義務付ける条項.
(解釈上旬注釈 4)自然公園法第 22条第3項は、目立公園・固定公圏内町海域公園地区で工作物の新築・改築・増築、鉱物の掘採・土砂町採取などを行う

際に許可取得を義務付ける条項.

第 6条第2項 地域連携保全活動実施者が国立公園又は固定公園の区域内においT地域連携保全活動計画に従って行う行為についTは、自然 免除規定

公園法第 33条第 l項棚よ崎駅 5及び第2項棚上の注釈6の規定は、適用しない.
(解釈上回定釈5)自然公園法第33条第 l項は、国立公園・固定公圏内田普通地域で工作物の新築・改集・増築、木竹田伐採、鉱物の掘採・土砂町採取など

を行う際に届出走義3書付ける条項。条項.
(解釈上回定釈6)自然公園法第33条第2項は、第 l項目届出対象の行為圭行おうヒする者またはした者に対しτ、禁止や制限などを命じられる条項.

第 7条第 l項 (自然環境保全法の特例) みなし規定

地域連携保全活動実施者が自然環境保全法第 22条第|項の規定による自然環境保全地域(次項においτr自然環境保全地域」ヒい

う.)又は同法第35条の2第 11賓の規定による沖合海底自然環境保全地域(次項におい，r沖合海底自然環境保全地域」ヒいう.)の区域内
において地域連携保全活動計画に従っT同法第 25条第4項、第 27条第3項又は第 35条の4第 2項の許可を要する行為に

該当する行為を行う場合には、これらの許可があったものヒみなす。

第 7条第2項 地域連携保全活動実施者が自然環境保全地域又は沖合海底自然環境保全地域の区域内において地域連携保全活動計画に従っ 免除規定

T行う行為についTは、自然環境保全法第 28条第 l項及び第 35条の 5第 1:項の規定並びに同法第 30条及び第35条の7
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において読み替えて準用する同法第 21条第|項後段(同法25条第4項、第27条第3項又は第35条町4第3項に係る郡分に限る.)の規定

は、適用しない.

第S条第 l項 (絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の特例) みなし規定

地域連携保全活動実施者が絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第36条第|項の規定による生息地等保護

区(以下r生息地等保護区J!"、う.)の区域内においT地域連携保全活動計画に従っT同法第 37条第4項の許可を要する行為に該当

する行為を行う場合には、当該許可があったものヒみなす.

第 8条第 2項 地域連携保全活動実施者が生息地等保護区の区域内においT地域連携保全活動計画に従づT行う行為については、絶滅のおそ 免除規定

れのある野生動植物の種の保存に関する法律第 3q条第 l項及び第 54条第 2項〈同法第37条第4項に係る都分に限る.)の規定は、

適用しない.

第q条 (鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の特例) みなし規定

地域連携保全活動実施者が鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第 2q条第|項の規定による特別保護地区
の区域内において地域連携保全活動計画に従って同条第7項の許可を要する行為に該当する行為を行う場合には、当該許可があ

ったものヒみなす.

第 10条 (森林法の特例) 免除規定

地域連携保全活動実施者が地域連携保全活動計画に従っT行う立木の伐採についTは、森林法第 10条の 8第 l項の規定は、

適用しない

第 11条第 l項 (都市緑地法の特例〉 免除規定

地域連携保全活動実施者が都市緑地法第五条の規定による緑地保全地域又は同法第 12条第 l項の規定による特別緑地保全

地区(次項におい-cr特別緑地保全地I&Jt.、う.)の区域内において地域連携保全活動計画に従っT行う行為については、同法第8条第 l

項、第 2項及び第7項後段並びに第 14条第4項及び第B項後段の規定は、適用しない.

第 11条第2項 地域連携保全活動実施者が特別緑地保全地区の区域内においT地域連携保全活動計画に従って都市緑地法第 14条第|項の みなし規定

許可を要する行為に該当する行為を行う場合には、当該許可があったものヒみなす。




